
 
 

（
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
実
務
研
修
の
基
準
） 

一
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一

 

○
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
実
務
研
修
の
基
準 

（
令
和
五
年
十
二
月
一
日
） 

（
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
百
四
十
五
号
）  

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
農
林
水
産
省
令

第
三
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣

の
定
め
る
実
務
研
修
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
実
務
研
修
の
基
準 

（
実
務
研
修
実
施
者
） 

第
一
条 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業
務
主
任
者
の
指
導
に
よ
る
実
務
研
修
（
以

下
「
実
務
研
修
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
実
務
研
修
実
施

者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

遊
漁
船
業
務
主
任
者
と
し
て
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
こ

と
。 

二 

実
務
研
修
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
が

あ
る
こ
と
。 

（
実
務
研
修
の
課
程
） 

第
二
条 

実
務
研
修
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
必
要
な
専
門
的

知
識
を
習
得
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

漁
場
へ
の
案
内
及
び
当
該
漁
場
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
係

る
利
用
者
の
安
全
管
理
に
関
す
る
事
項 

二 

漁
場
の
選
定
に
関
す
る
事
項 

三 

安
全
か
つ
適
正
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
た
め
に
必
要
な
利
用
者

に
対
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
事
項 

四 

気
象
若
し
く
は
海
象
の
状
況
が
悪
化
し
た
場
合
又
は
海
難
そ
の
他
の

異
常
の
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
関
す
る
事
項 

五 

そ
の
他
遊
漁
船
業
務
主
任
者
の
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項 

（
効
果
測
定
の
実
施
） 

第
三
条 

実
務
研
修
実
施
者
は
、
実
務
研
修
の
実
施
に
関
し
、
効
果
測
定
を
実

施
す
る
な
ど
受
講
者
が
講
習
の
内
容
全
体
を
十
分
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
修
了
証
明
書
） 

第
四
条 

実
務
研
修
実
施
者
は
、
実
務
研
修
を
修
了
し
た
者
に
修
了
証
明
書
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。 

 


